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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成26年7月3日(2014.7.3)

【公表番号】特表2013-531865(P2013-531865A)
【公表日】平成25年8月8日(2013.8.8)
【年通号数】公開・登録公報2013-042
【出願番号】特願2013-511766(P2013-511766)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  61/34     (2006.01)
   Ｆ２１Ｓ   8/10     (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 105/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ  61/34    　　　Ｃ
   Ｆ２１Ｓ   8/10    １５０　
   Ｆ２１Ｓ   8/10    １８０　
   Ｆ２１Ｙ 105:00    ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成26年5月16日(2014.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用ガス放電ランプであって、
　容器を有し、
　前記容器は、前記容器の表面上に円周周りに配置されたストライプで部分的に被覆され
ており、
　前記ストライプの第１の長辺は、前記自動車用ガス放電ランプのベース近くに置かれ、
　前記ストライプの幅は、ランプ中心に定められる半径と前記ストライプの前記第１の長
辺上のある１点との間の第１の角度がせいぜい５５°を有し、且つ、前記ランプ中心に定
められる前記半径と前記ストライプの第２の長辺上のある１点との間の第２の角度がせい
ぜい５０°を有するような幅である、自動車用ガス放電ランプ。
【請求項２】
　円周周りのストライプは、前記容器を完全に囲む、請求項１記載の自動車用ガス放電ラ
ンプ。
【請求項３】
　円周周りのストライプの長さは、前記容器の円周よりも短い、請求項１記載の自動車用
ガス放電ランプ。
【請求項４】
　前記容器は、前記自動車用ガス放電ランプの長手方向の軸を通る水平面より下方の領域
において、前記容器の表面上に長手方向に配置された少なくとも１つの他のストライプで
部分的に被覆されている、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の自動車用ガス放電ラン
プ。
【請求項５】
　長手方向のストライプは、前記ランプ中心を通る水平面と長手方向のストライプの上端
とによって、前記自動車用ガス放電ランプの各側において、前記ランプ中心で定められる
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角度が少なくとも１０°、より好ましくは少なくとも１３°、さらに好ましくは少なくと
も１５°を有するように、前記容器の表面上に配置される、請求項４記載の自動車用ガス
放電ランプ。
【請求項６】
　前記ランプ中心を通る水平面と前記自動車用ガス放電ランプの一方の側にある長手方向
のストライプの上端とによって前記ランプ中心で定められる第１の角度は、前記ランプ中
心を通る水平面と前記自動車用ガス放電ランプの他方の側にある長手方向のストライプの
上端とによって前記ランプ中心で定められる第２の角度と本質的に同じである、請求項５
記載の自動車用ガス放電ランプ。
【請求項７】
　部分的な被覆は、単一の本質的に長方形のストライプを有する、請求項４乃至６のいず
れか１項に記載の自動車用ガス放電ランプ。
【請求項８】
　部分的な被覆は、前記容器の表面上に長手方向に配置された、一対の本質的に長方形の
ストライプを有する、請求項４乃至６のいずれか１項に記載の自動車用ガス放電ランプ。
【請求項９】
　外側容器に封入された内側放電容器を有し、
　前記内側放電容器の容量は、１５μｌ以上、且つ、２３μｌ以下であり、
　前記内側放電容器の内径は、少なくとも２．０ｍｍ、且つ、せいぜい２．４ｍｍを有し
、
　前記内側放電容器の外径は、少なくとも５．２ｍｍ、且つ、せいぜい５．８ｍｍを有す
る、２５Ｗの定格電力の請求項１乃至８のいずれか１項に記載の自動車用ガス放電ランプ
。
【請求項１０】
　部分的な被覆は、前記自動車用ガス放電ランプの外側容器の外面上に配置される、請求
項１乃至９のいずれか１項に記載の自動車用ガス放電ランプ。
【請求項１１】
　円周周りのストライプの幅は、せいぜい４．５ｍｍ、より好ましくはせいぜい４．０ｍ
ｍ、さらに好ましくはせいぜい３．５ｍｍを有する、請求項１乃至１０のいずれか１項に
記載の自動車用ガス放電ランプ。
【請求項１２】
　部分的な被覆は、一対の本質的に長方形の長手方向のストライプを有し、
　長手方向のストライプの幅は、せいぜい１．９ｍｍ、より好ましくはせいぜい１．７ｍ
ｍ、さらに好ましくはせいぜい１．５ｍｍを有する、請求項４乃至１１のいずれか１項に
記載の自動車用ガス放電ランプ。
【請求項１３】
　明／暗のカットオフライン及び肩を有する特定のビームプロファイルを与えるために、
前記自動車用ガス放電ランプから生じた光を外側へ偏向させることを実現する反射内面を
有し、
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の自動車用ガス放電ランプは、反射器内に水平
に置かれ、
　前記反射内面は、水平面より下方の７．５°と１５°との間の範囲の角度で前記自動車
用ガス放電ランプから放射された光の一部を前記ビームプロファイル内の特定の領域へ偏
向させることを実現する少なくとも１つのビーム形成領域を有する、自動車用ガス放電ラ
ンプのための反射器。
【請求項１４】
　光の一部を前記ビームプロファイルのカットオフ境界に近い領域へ偏向させるための、
前記自動車用ガス放電ランプの一方の側の少なくとも１つの第１のビーム形成領域と、
　光の一部を前記ビームプロファイルの肩領域のカットオフ境界に近い領域へ偏向させる
ための、前記自動車用ガス放電ランプの他方の側の少なくとも１つの第２のビーム形成領
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域と、を有する、請求項１３記載の反射器。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の反射器と、
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の自動車用ガス放電ランプと、を有する、照明
アセンブリ。
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